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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潤滑剤と、無端的に移動する表面にトナー像が形成される像担持体上の当該トナー像が
転写された後の転写残トナーを除去するクリーニングブレードより像担持体移動方向下流
に設けられ、当該像担持体表面に当該潤滑剤を供給する潤滑剤供給手段と、当該潤滑剤供
給手段より像担持体移動方向下流で当該像担持体と摺接して前記像担持体表面に供給され
た潤滑剤を当該像担持体表面に均一に均す潤滑剤均し手段とを有する画像形成装置用潤滑
剤塗布装置において、
　前記像担持体表面と像担持体移動方向上流の前記クリーニングブレード及び前記像担持
体表面と像担持体移動方向下流の前記潤滑剤均し手段とに挟まれた像担持体の幅方向の空
間は前記クリーニングブレード及び潤滑剤均し手段によってシールされており、さらに、
前記潤滑剤供給手段の側端を前記クリーニングブレードと潤滑剤均し手段に亘ってシール
するシール手段を備え、前記シール手段は、当該シール手段の端部と前記像担持体表面と
の間に間隙を有することを特徴とする画像形成装置用潤滑剤塗布装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、
　前記潤滑剤供給手段は、回転ブラシであり、前記シール手段は、回転ブラシを軸支する
側板であることを特徴とする画像形成装置用潤滑剤塗布装置。
【請求項３】
　請求項２記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、
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　前記潤滑剤は固形潤滑剤であり、当該固形潤滑剤は前記回転ブラシに対して圧接され、
当該回転ブラシを回転させることによって当該潤滑剤が削り取られ、削り取られた潤滑剤
を前記像担持体表面に付着させることを特徴とする画像形成装置用潤滑剤塗布装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、
　前記潤滑剤均し手段の像担持体表面と摺接する部分がゴムブレードで形成されているこ
とを特徴とする画像形成装置用潤滑剤塗布装置。
【請求項５】
　クリ－ニングブレードと潤滑剤塗布装置と像担持体とを一体に構成し、画像形成装置本
体に着脱可能としたプロセスカ－トリッジにおいて、
　前記潤滑剤塗布装置は、請求項１乃至４のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤塗
布装置であることを特徴とするプロセスカートリッジ。
【請求項６】
　無端移動する表面にトナー像が形成される像担持体と、当該像担持体上の当該トナー像
が転写された後の転写残トナーを除去するクリーニングブレードと、像担持体の表面に潤
滑剤を塗布する潤滑剤塗布装置を備えた画像形成装置において、
　前記潤滑剤塗布装置は、請求項１乃至４のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤塗
布装置であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　請求項６記載の画像形成装置において、
　像担持体とクリ－ニングブレードと潤滑剤塗布装置は、請求項５記載のプロセスカート
リッジであることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、潤滑剤と、無端移動する表面にトナー像が形成される像担持体上の当該トナ
ー像が転写された後の転写残トナーを除去するクリーニングブレードより像担持体移動方
向下流に設けられ、当該像担持体表面に当該潤滑剤を供給する潤滑剤供給手段と、当該潤
滑剤供給手段より像担持体移動方向下流で当該像担持体と摺接して前記像担持体表面に供
給された潤滑剤を当該像担持体表面に均一に均す潤滑剤均し手段とを有する画像形成装置
用潤滑剤塗布装置及びこれを使用したプロセスカートリッジ並びに画像形成装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　電子複写機、プリンタ、ファクシミリ、或いはこれらの複合機などとして構成される上
記形式の画像形成装置においては、無端移動する表面にトナー像が形成される像担持体上
の当該トナー像が転写された後の転写残トナーを除去して像担持体の表面を清掃するクリ
ーニング手段としてクリーニングブレードが使用されており、このクリーニングブレード
を像担持体の表面に摺接させることによって転写残トナー等の異物を除去するようになっ
ている。このクリーニングブレードが像担持体に対して摺接を続けると、そのクリーニン
グブレードや像担持体が経時で摩耗し、その機能が低下する。また、高品質な画像を形成
すべく、小粒径で球形のトナーを用いると、クリーニングブレードによる像担持体のクリ
ーニング性能が低下する恐れがある。即ち、クリーニングブレードは、像担持体表面を摺
接しながら、転写残トナーを除去するのであるが、この際に、像担持体との摩擦抵抗によ
りクリーニングブレードのエッジ部が変形するため、像担持体とクリーニングブレードの
間に微小な空間が生じる。この空間には粒径が小さなトナーほど侵入しやすい。しかも侵
入したトナーが球形に近い形状であると転がりやすく、摩擦力が小さくなる。このため、
かかるトナーは、像担持体とクリーニングブレードとの間の空間で転がり始め、クリーニ
ングブレードをすり抜けて、像担持体表面のクリーニング不良が発生する。
【０００３】
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　そこで、従来から像担持体に潤滑剤を塗布する潤滑剤塗布装置を有する画像形成装置が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。かかる潤滑剤塗布装置は、一般に、回転し
ながら像担持体に当接する潤滑剤供給手段と、その潤滑剤供給手段に対置された固形潤滑
剤と、その固形潤滑剤が、実質的に、潤滑剤供給手段に対して接近又は離間する方向にだ
け移動できるように、固形潤滑剤を案内するガイドと、固形潤滑剤を潤滑剤供給手段に対
して加圧する加圧手段とを有している。かかる潤滑剤塗布装置によって像担持体表面に潤
滑剤を塗布することにより、その表面の摩擦係数を下げることができ、これによってクリ
ーニングブレードや像担持体の摩耗を抑え、その寿命を伸ばすことができる。しかも、像
担持体表面の摩擦係数が下がるため、クリーニングブレードのエッジ部の変形を抑え、像
担持体とクリーニングブレードの間に空間ができることを防止して、クリーニング性能の
低下を防止することが可能である。
【０００４】
　さらに、像担持体に塗布された潤滑剤を均す潤滑剤均し手段を具備し、この潤滑剤均し
手段を、前記潤滑剤供給手段の像担持体の移動方向下流側に配置した潤滑剤塗布装置が提
案されている（例えば、特許文献２参照）。かかる潤滑剤塗布装置を用いることで、潤滑
剤供給手段から供給された潤滑剤を像担持体表面に、均一に均して、厚みの均一な潤滑剤
層を形成して虫喰い、画像ボケ、ボソツキ等の異常画像の発生を防止すると共に、潤滑剤
供給手段である回転ブラシの塗布機能を長期に亘って維持することができる。
【特許文献１】特開２００２－２４４４８５公報
【特許文献２】特開２００１－３０５９０７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び２記載のものでは、クリーニングブレードで掻き取られ
た転写残トナーや回転ブラシで削り取られた潤滑剤粉末等の微小粉末からなる異物の飛散
に対する対策が考慮されておらず、これらの異物が飛散して画像形成装置の機能部品等を
汚染し、この汚染によって、バンディングやトナーの再付着等の画像への悪影響を招くと
いう問題がある。特に、この異物の飛散は、像担持体の側面方向での対策がなされておら
ず、像担持体の側面方向からの異物の飛散によって、前述のような画像への悪影響を招く
だけでなく、ユーザ操作部の汚染を招き、ユーザが保守、点検等で像担持体等を装置本体
から取り出す際等に、異物がユーザに付着し、ユーザに不快感を与えることがある。
　本発明は、上記実情を考慮してなされたものであり、異物の潤滑剤塗布装置からの飛散
を抑制することが可能な画像形成装置用潤滑剤塗布装置及びこれを用いたプロセスカート
リッジ並びに画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、潤滑剤と、無端的に移動する表
面にトナー像が形成される像担持体上の当該トナー像が転写された後の転写残トナーを除
去するクリーニングブレードより像担持体移動方向下流に設けられ、当該像担持体表面に
当該潤滑剤を供給する潤滑剤供給手段と、当該潤滑剤供給手段より像担持体移動方向下流
で当該像担持体と摺接して前記像担持体表面に供給された潤滑剤を当該像担持体表面に均
一に均す潤滑剤均し手段とを有する画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、前記像担持
体表面と像担持体移動方向上流の前記クリーニングブレード及び前記像担持体表面と像担
持体移動方向下流の前記潤滑剤均し手段とに挟まれた像担持体の幅方向の空間は前記クリ
ーニングブレード及び潤滑剤均し手段によってシールされており、さらに、前記潤滑剤供
給手段の側端を前記クリーニングブレードと潤滑剤均し手段に亘ってシールするシール手
段を備え、前記シール手段は、当該シール手段の端部と前記像担持体表面との間に間隙を
有することを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２の発明は、請求項１記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、前
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記潤滑剤供給手段は、回転ブラシであり、前記シール手段は、回転ブラシを軸支する側板
であることを特徴とする。
　また、請求項３の発明は、請求項２記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置において、前
記潤滑剤は固形潤滑剤であり、当該固形潤滑剤は前記回転ブラシに対して圧接され、当該
回転ブラシを回転させることによって当該潤滑剤が削り取られ、削り取られた潤滑剤を前
記像担持体表面に付着させることを特徴とする。
　また、請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤
塗布装置において、前記潤滑剤均し手段の像担持体表面と摺接する部分がゴムブレードで
形成されていることを特徴とする。
　また、請求項５の発明は、クリ－ニングブレードと潤滑剤塗布装置と像担持体とを一体
に構成し、画像形成装置本体に着脱可能としたプロセスカ－トリッジにおいて、前記潤滑
剤塗布装置は、請求項１乃至４のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤塗布装置であ
ることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項６の発明は、無端移動する表面にトナー像が形成される像担持体と、当該
像担持体上の当該トナー像が転写された後の転写残トナーを除去するクリーニングブレー
ドと、像担持体の表面に潤滑剤を塗布する潤滑剤塗布装置を備えた画像形成装置において
、前記潤滑剤塗布装置は、請求項１乃至４のいずれか１項記載の画像形成装置用潤滑剤塗
布装置であることを特徴とする。
　また、請求項７の発明は、請求項６記載の画像形成装置において、像担持体とクリ－ニ
ングブレードと潤滑剤塗布装置は、請求項５記載のプロセスカートリッジであることを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、上記構成を採用することによって、異物の潤滑剤塗布装置からの飛散
を抑制することが可能な画像形成装置用潤滑剤塗布装置及びこれを用いたプロセスカート
リッジ並びに画像形成装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明では、最初に、像担持体としての薄膜感光体（例えば有機系感光体）と該感光体
周りの部材との間の摩擦による薄膜感光体の摩耗及び表面の膜厚削れを低減させる手段を
検討した。そして、薄膜感光体の摩耗及び表面の膜厚削れを低減する目的を達成する手段
として、薄膜感光体の表面摩擦係数を低減させる方法を採用した。それは以下の理由によ
るものである。電子写真方式の画像形成プロセスにおいては、感光体の周囲に多数の部材
が接触している。その中でも最も感光体表面の削れに寄与が大きいのはクリーニングブレ
ードだとされている。
　ここで、従来のクリーニング工程における問題点を挙げる。感光体の寿命を決定する原
因として感光体の摩耗があるが、これは感光体の感光層の摩耗量が或る一定量削れてしま
うと、感光体の電気特性が変化してしまい、所定の画像形成プロセスが行えなくなってし
まうためである。この摩耗は、画像形成プロセスにおいて、感光体と他の画像形成ユニッ
トが接触する部位全てで発生する。ただし一番問題となるユニットは、感光体に残留する
トナー粒子を力学的に除去するクリーニングブレードを備えたクリーニング手段であり、
他の手段による摩耗はあるものの、実質寿命に影響するほどではない。
【００１１】
　クリーニングブレードで発生する摩耗は、主に二つの形態に分けられる。一つは、感光
体とクリーニングブレードに発生する剪断力による摩耗、もう一つはトナーがクリーニン
グブレードと感光体に挾まれて、砥石のような働きをし、摩耗するざらつき摩耗である。
これらの摩耗を決定する要因として、感光体の構造上の強さ、クリーニングブレードの当
接圧、トナー粒子の組成、感光体の表面摩擦係数等が挙げられる。この中でも本発明者は
、特に、感光体の表面摩擦係数を低減させる手段を検討した。



(5) JP 4933287 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

　ここで、薄膜感光体の摩擦係数低減方法を述べる。感光体表面特性維持のための潤滑剤
供給や感光体特性保護のために各種安定化剤の供給を行うことにより、感光層の摩耗や感
光体特性劣化を抑制することができ、高耐久な画像形成装置を得ることができる。例えば
感光体上に潤滑剤を添加することにより、感光体とクリーニングブレードの摩擦係数を低
下することができる。この摩擦係数低減のために本発明では潤滑剤供給手段を用いている
。この潤滑剤供給手段によって感光体に潤滑剤を塗布して感光体表面の摩擦係数を低減す
ると不要なトナー付着を防止でき、地肌汚れのない画像を得られる。また、潤滑剤供給手
段による潤滑剤の塗布及びクリーニングブレードによる転写残トナーの掻き取りが行われ
ることにより、感光体表面が常にリフレッシュされ、感光体寿命が延び、画像形成装置自
体の寿命も長くなり、コストダウンできる。さらに、非画像部に付着するトナー量を減少
させることができるので、トナーの有効活用、省資源化が達成できる、という利点が得ら
れる。
【００１２】
　しかしながら、経時において感光体の回転方向断面において、感光体表面と感光体回転
方向上流のクリーニングブレードと下流の潤滑剤均し手段とに挟まれた空間にはクリーニ
ングブレードをすり抜けた感光体上の転写残トナー等の付着物や塗布できなかった潤滑剤
粉末等の微小な異物が堆積することになる。
　また、感光体の周辺には、放熱、帯電生成物、オゾン等の排出を目的とした気流が流れ
ていることが一般的であり、これらの気流が感光体の端部を流れている場合、感光体の幅
方向において、感光体の表面と感光体の回転方向上流のクリーニングブレード及び感光体
の表面と下流の潤滑剤均しブレードとに挟まれた空間がクリーニングブレード及び潤滑剤
均しブレードで密閉シールされていても、感光体の軸方向の端部において、クリーニング
ブレード及び潤滑剤均しブレードの間で大きな開口が形成されている場合には、感光体１
の端部を流れる気流に乗り微小異物が飛散する。これらの微小異物が飛散した場合には、
機外への異物飛散による汚染、機内への異物飛散によるユーザ操作部の汚染、機内への異
物飛散による機能部品汚染によるバンディングやトナー落ち等の画像への悪影響を引き起
こす。
【００１３】
　本発明においては、このような問題を解消するために、感光体の軸方向端部における異
物飛散を抑制するために、クリーニングブレード及び潤滑剤均しブレードとの間に配設さ
れ、感光体に潤滑剤を供給する潤滑剤供給手段の側端をクリーニングブレード及び潤滑剤
均しブレードに亘ってシールするシール部材を配設したものである。
　この場合、シール部材としてスポンジやフェルト等のシール部材を使用し、このシール
部材を感光体の表面に摺接させて潤滑剤供給手段をシールすることができるが、このシー
ル部材と感光体表面とを摺接させると、シール部材と感光体の表面との摺接により感光体
表面に傷が生じる。また、感光体表面を削ることによる異物の発生、感光体駆動トルクア
ップ、摺接による感光体表面の温度上昇や温度上昇によるトナー等の固着などの副作用を
生じる場合がある。そのために、本発明においては、感光体の側端とシール部材の端部と
の間に微小な間隙を形成して、異物の飛散を抑制しながら感光体との摺接を防いで感光体
の損傷を防止することが好ましい。
【００１４】
　また、一般的に、潤滑剤を使用しない場合の有機感光体（未使用時）の表面摩擦係数μ
は０．５～０．６程度であり、電子写真方式の画像形成プロセスを行った後では０．６～
０．７程度に上昇し、クリーニングブレードの摺擦圧が上昇し、ブレード鳴きや、感光体
摩耗が促進される可能性が増加する。これに対して潤滑剤を使用して感光体の表面摩擦係
数μを０．１以下にした場合には、耐摩耗性が向上し、クリーニング性が向上することが
期待できる。しかしながら、潤滑剤が感光体上に必要以上に付着すると滑り過ぎ、現像剤
またはトナーの滑りを生じて、文字エッジがかすれた状態になる。この場合、一見解像度
が向上したように見えるが、シャープ性が悪くなり、ハーフトーン画像についても均一性
が希薄になり、がさついた画像となる。従って感光体の表面摩擦係数μは低ければ低いほ
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ど良いということにはならず、摩擦係数の好適範囲は０．４以下、更に好ましくは０．１
～０．３の範囲にあることが望ましく、０．１以下であると画像品質の低下が起こり易く
なる。これらのことから潤滑剤の供給量は、感光体の表面摩擦係数μを０．１～０．３の
範囲に維持できる量に設定することが望ましい。
【００１５】
　この場合、感光体の表面摩擦係数μは、オイラーベルト法によって次のようにして測定
される。図１は、オイラーベルト法によってドラム状の感光体１の表面摩擦係数μを測定
する装置の概略構成を示している。試験台１２に載置された感光体支持台１３に感光体１
を固定し、感光体１の表面にベルト１４を張架する。ベルト１４の両端にフックを取り付
け、その一方をデジタルフォースゲージ１６に連結し、９０°方向に該デジタルフォース
ゲージ１を引張するようにデジタルフォースゲージ１６の設置位置を調整する。しかる後
、ベルト１４の他方に、荷重（例えば１００ｇ重の荷重）１５を吊り下げ、ベルト１４が
移動開始した時点の値Ｆを読み取り、下記の式(１)に代入して感光体表面摩擦係数μを算
出した。なお、ベルト１４としては、３０ｍｍ×２５０ｍｍの中厚上質紙（＃６２００ペ
ーパー（Ｔ目））の紙片を使用した。
　表面摩擦係数μ＝ｌｎ（Ｆ／Ｗ）／（π／２）・・・(１)
　但し、Ｆ：デジタルフォースゲージが示した値、Ｗ：荷重（この実験では１００ｇ重）
、π：円周率表面摩擦係数を示している。
【００１６】
　感光体１の表面に潤滑剤を使用した場合と使用しない場合の、感光体表面の表面摩擦係
数μの使用時間経過と共に変化する状況を検討した。その結果を図２に示す。
　図２中、曲線１は、潤滑剤を使用しない場合における測定結果で、曲線２は、潤滑剤を
使用した場合における測定結果を示す。この結果から明らかなように、潤滑剤を使用しな
い場合（曲線１）には、感光体の表面摩擦係数μは、画像形成装置で感光体を使用開始し
た初期に急上昇し、以後、使用時間が経過するにつれ少しづつ増加する。一方、潤滑剤を
使用した場合（曲線２）には、初期の表面摩擦係数μが低く、しかも使用時間経過と共に
低下し、所定使用時間後には、０．１５程度に安定する。このように、感光体表面に潤滑
剤を供給することによって、供給が続く限り、低い感光体表面の表面摩擦係数μを安定し
て維持することが可能となる。
【００１７】
　潤滑剤としては、液体、半固体、固体状の物が市販されており、いずれも用いることが
できるが、取り扱いの簡便さを考慮すると固体が最も良い。固体の中でも粉体を用いると
画像形成装置内で飛び散り易いため扱いにくい。よって粉体を固形化した固形潤滑剤が最
も扱いやすく、感光体等の像担持体に対する転移性も良く、画像形成に悪影響を及ぼすこ
とがない。
　このような固形の潤滑剤としては、オレイン酸鉛、オレイン酸亜鉛、オレイン酸銅、ス
テアリン酸亜鉛、ステアリン酸コバルト、ステアリン酸鉄、ステアリン酸銅、パルミチン
酸亜鉛、パルミチン酸銅、リノレン酸亜鉛等の脂肪酸金属塩類、滑石（タルク）類、ポリ
テトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポ
リトリフルオロクロルエチレン、ジクロロジフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン
－エチレン共重合体、テトラフルオロエチレン－オキサフルオロポロピレン共重合体等の
フッ素系樹脂、カルナウバワックスのような天然ワックスが挙げられる。
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図３は、本発明による一実施形態のフルカラー画像を形成できる画像形成装置の概略構
成を示す図である。ここに示した画像形成装置は、複数の支持ローラ２０、２１、２２に
巻き掛けられて矢印Ｂ方向に回転駆動される無端状の中間転写ベルト２３と、その中間転
写ベルト２３に対向配置されたイエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、黒（Ｂ
Ｋ）のトナー画像を形成する第１乃至第４のプロセスカートリッジ２４Ｙ、２４Ｃ、２４
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Ｍ、２４ＢＫを有している。各プロセスカートリッジ２４Ｙ乃至２４ＢＫは、それぞれ異
なった色のトナー像が形成される像担持体であるドラム状の感光体１Ｙ、１Ｃ、１Ｍ、１
ＢＫを有し、その各感光体上に異なった色のトナー像がそれぞれ形成され、その各トナー
像が中間転写ベルト２３上に重ねて転写される。中間転写ベルト２３は、感光体に形成さ
れたトナー像が転写される転写材の一例を構成するものである。なお、図３中、８は帯電
ローラ、９は帯電ローラ用クリーニングローラ、１０は現像ローラ、２５は画像形成装置
本体を示している。
【００１９】
　第１乃至第４のプロセスカートリッジ２４Ｙ乃至２４ＢＫの各感光体１Ｙ乃至１ＢＫ上
にトナー像を形成し、そのトナー像を中間転写ベルト２３に転写する構成は、トナー像の
色が異なるだけで、実質的に全て同一であるため、第１のプロセスカートリッジ２４Ｙの
感光体１Ｙにトナー像を形成し、これを中間転写ベルト２３に転写する構成だけを説明す
る。
　プロセスカートリッジ２４Ｙの感光体２Ｙは、ユニットケース２６に回転自在に支持さ
れていて、図示していない駆動装置によって時計方向に回転駆動される。このとき、ユニ
ットケース２６に回転自在に支持された帯電ローラ８に帯電電圧が印加され、これによっ
て感光体１Ｙの表面が所定の極性に帯電される。帯電後の感光体１Ｙには、プロセスカー
トリッジ２４Ｙとは別体の図３に示した光書き込み装置２７から出射する光変調されたレ
ーザ光Ｌが照射され、これによって感光体１Ｙに静電潜像が形成される。この静電潜像は
現像ローラ１０を有する現像装置２８によってイエロートナー像として可視像化される。
【００２０】
　一方、中間転写ベルト２３を挟んでプロセスカートリッジ２４Ｙと反対側には一次転写
ローラ２５が配置され、この一次転写ローラ１１に転写電圧が印加されることによって、
感光体１Ｙ上のトナー像が、矢印Ｂ方向に回転駆動される中間転写ベルト２３上に一次転
写される。トナー像転写後の感光体１Ｙ上に付着する転写残トナーは、クリーニング装置
２９によって除去される。本例のクリーニング装置２９は、ユニットケース２６の一部に
よって構成されたクリーニングケース３０と、先端エッジ部が感光体１Ｙの表面に圧接し
たクリーニングブレード２と、そのクリーニングブレード２を保持するブレードホルダ３
１と、クリーニングケース３０内に配置されたトナー搬送スクリュー３２とを有している
。クリーニングブレード２は、感光体１Ｙの表面移動方向に対してカウンタ向きに配置さ
れている。かかるクリーニングブレード２は、ゴムなどの弾性体により構成され、そのク
リーニングブレード２の基端側が、例えば接着剤によってブレードホルダ３１に固定され
ている。かかるクリーニングブレード２の先端エッジ部が感光体１Ｙの表面に圧接するこ
とによって、感光体１Ｙ上の転写残トナーが掻き取り除去される。除去されたトナーは、
回転駆動されるトナー搬送スクリュー３２によってクリーニングケース外に搬送される。
このようにして、クリーニングブレード２は、トナー像が転写材（図３の例では中間転写
ベルト２３）に転写された後の感光体を清掃する用をなす。
　また、プロセスカートリッジ２４Ｙには、感光体１Ｙに潤滑剤を塗布する潤滑剤塗布装
置３３と、感光体１Ｙに塗布された潤滑剤を均す潤滑剤均し手段の一例である均し塗布ブ
レード７が設けられているが、これらについては後述する。
【００２１】
　上述したところと全く同様にして、図３に示した第２乃至第４の感光体１Ｃ、１Ｍ、１
ＢＫ上にシアントナー像、マゼンタトナー像及びブラックトナー像がそれぞれ形成され、
これらのトナー像がイエロートナー像の転写された中間転写ベルト２３上に順次重ねて一
次転写され、中間転写ベルト２３上に合成トナー像が形成される。トナー像転写後の各感
光体１Ｃ、１Ｍ、１ＢＫ上の転写残トナーがクリーニング装置２９により除去されること
も第１の感光体１Ｙの場合と変わりはない。
　一方、図３に示すように、画像形成装置本体２５内の下部には、例えば転写紙より成る
記録媒体Ｐを収容した給紙カセット３４と、給紙ローラ３５を有する給紙装置３６が配置
され、給紙ローラ３５の回転によって最上位の記録媒体Ｐが矢印Ｃ方向に送り出される。
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送り出された記録媒体Ｐは、レジストローラ対３７によって、所定のタイミングで支持ロ
ーラ２０に巻き掛けられた中間転写ベルト２３の部分と、これに対置された二次転写ロー
ラ３８との間に給送される。このとき、二次転写ローラ３８には所定の転写電圧が印加さ
れ、これによって中間転写ベルト２３上の合成トナー像が記録媒体Ｐに二次転写される。
　合成トナー像を二次転写された記録媒体Ｐは、さらに上方に搬送されて定着装置３９を
通り、このとき記録媒体Ｐ上のトナー像が熱と圧力の作用により定着される。定着装置３
９を通過した記録媒体Ｐは、画像形成装置本体２５の上部の排紙部４０に排出される。ま
た、トナー像転写後の中間転写ベルト２３上に付着する転写残トナーはクリーニング装置
４１によって除去される。
【００２２】
　次に、本実施形態によるクリーニングブレード２、潤滑剤塗布装置３３及び潤滑剤均し
塗布ブレード７について、図４～図６に基づいて説明する。図４は、前記プロセスカート
リッジ２４の上方から見た場合の平面図で、図５は図４のＡ－Ａ線上で切断した断面図、
図６は、図４の側面図である。
　本実施形態によるクリーニングブレード２の先端エッジ部２ａは、図４に示すように、
感光体１の幅方向（回転軸方向）において、ほぼ全幅に亘って感光体１の表面と当接して
感光体の表面１ａと対向する空間５０ａはシールされている（図５参照）。このクリーニ
ングブレード２は、そのエッジ部２ａが感光体表面１ａと摺接して感光体表面に付着して
いる転写残トナーを掻き取り、掻き取られた転写残トナーは前述のトナー搬送スクリュー
３２によって系外に排出される。
【００２３】
　このようにして、クリーニングブレード２によってクリーニングされた感光体表面１ａ
には、加圧バネ５によって押圧された固形潤滑剤４が潤滑剤供給手段の一例である回転ブ
ラシ３に圧接し、回転ブラシ３の回転によって削り取られ、回転ブラシ３によって削り取
られた潤滑剤が付着されることになる。このように付着された潤滑剤は、感光体表面１ａ
に不均一な厚みで付着されるため、潤滑剤の厚みを均一化するために、感光体１の回転方
向（矢印Ａ方向）で回転ブラシ３の下流方向に、ゴムブレードからなる潤滑剤均し塗布ブ
レード７が配設されており、この塗布ブレード７によって回転ブラシ３によって供給され
た潤滑剤を感光体表面１ａで押し広げて均一な厚みを有する潤滑剤層を感光体表面１ａに
形成する。
　この場合、潤滑剤均し塗布ブレード７もクリーニングブレード２と同様に、その先端エ
ッジ部７ａは、感光体表面１ａとほぼ全幅に亘り当接して感光体表面１ａと対向する空間
５０ｂがシールされ、感光体１の回転方向で密閉状態となっている。従って、クリーニン
グブレード２の先端エッジの損耗等により、クリーニングブレード２をすり抜けた転写残
トナーの一部や回転ブラシ３によって削り取られた潤滑剤粉末等の異物Ｔが潤滑剤均し塗
布ブレード７の前に、図５に示すように貯留されることになる。
【００２４】
　また、回転ブラシ３と固形潤滑剤４は、枠体６内に収納されており、この枠体６の両側
面は、図６に示すように、側板６ａによって閉塞されており、側板６ａに取り付けられた
軸受け６ｂに回転ブラシ３の回転軸３ａが回転自在に軸支されている。この場合、側板６
ａの先端部６ｃは、図６に示すように、クリーニングブレード２の先端部２ｂから塗布ブ
レード７の先端部７ｂに亘って閉塞するように延出されており、さらに、感光体表面１ａ
の側端１ｂと側板６ａの先端部６ｃとの間には間隙６２が形成されている。従って、クリ
ーニングブレード２と潤滑剤均し塗布ブレード７との間に貯留された微小粉末からなる異
物Ｔが感光体１の回転に伴う風力等によって感光体１の軸方向への飛散が抑制される。そ
の結果、飛散した異物Ｔによる画像形成装置本体２５の内外の汚染を防止することが可能
となる。
　さらに、感光体表面１ａの側端１ｂと側板６ａの先端部６ｃとの間の間隙６２によって
側板６の先端部６ｃと感光体表面１ａとの摺接を防止して、感光体表面１ａの損傷を防止
することが可能となる。この場合、間隙６２の幅ｄは約１．５ｍｍであり、この構成によ
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り潤滑剤塗布装置３３からの異物飛散を防止でき、機外への異物飛散による汚染、機内へ
の異物飛散によるユーザ操作部の汚染、機内への異物飛散による機能部品汚染と画像への
悪影響等を抑えることができる。この間隙６２は、狭いほど飛散防止効果は高い。しかし
、実際には部品精度、組立製等を考慮し、２．５ｍｍ以下の間隙の幅であれば十分な飛散
防止効果が得られる。
【００２５】
　また、本実施例では、潤滑剤供給手段として、ポリエステルの導電性ブラシを使用した
回転ブラシを使用している。このようなポリエステル製導電性ブラシは、毛倒れを起こし
難く長期間安定して潤滑剤を供給できるので好適である。ブラシの原糸の太さは２８０Ｔ
／２４Ｆ、密度は１０万本/平方インチ、毛足長さは３ｍｍ、像担持体である感光体への
食い込みは1ｍｍであり、これは実験的に求めた最良の塗布条件にしている。
　潤滑剤にはステアリン酸亜鉛を使用している。潤滑剤４を回転ブラシ３に加圧するには
加圧スプリング５を用いている。潤滑剤の密度に関しては、潤滑剤のブロックの密度とし
ては、使用初期の回転ブラシ３が接触する部分において０．８ｇ／ｃｍ3程度（２５℃で
空気比較式比重計によって測定）になるように設定されている。さらに、８万枚コピー後
に回転ブラシ３が接触する部分において１．１ｇ／ｃｍ3程度になるよう、除変してブロ
ック状に成形されている。密度が低い部分が回転ブラシ３と接触している場合と、経時で
密度の高い部分が回転ブラシ３に接触している場合でかつ加圧力の減った状態を考慮して
、感光体１の摩擦係数μは常時０．１近くをキープすることが実験的に確認されている。
潤滑剤のブロックの断面は１０ｍｍ×１０ｍｍであるが、通常８万枚使用して約８ｍｍ消
費される。その部分の密度を１．１ｇ／ｃｍ3程度となるようにしている。
　また、本実施例においては、潤滑剤均し塗布ブレード７としてゴムブレードを使用して
おり、このゴムブレードを使用することによって感光体表面１ａの幅方向に均一した圧を
かけて潤滑剤を感光体表面１ａに塗布することが可能となり、さらなる潤滑剤の安定塗布
が可能となる。
【００２６】
　以上のように、本実施例による潤滑剤塗布装置３３は、クリーニングブレード２及び潤
滑剤均しブレード７との間に配設され、感光体に潤滑剤を供給する潤滑剤供給手段の側端
をクリーニングブレード２及び潤滑剤均しブレード７に亘ってシールするシール部材（側
板６ａ）を配設したので、感光体の軸方向端部（側端）における異物飛散を抑制し、画像
形成装置本体内外の汚染を適切に防止することができる。
　なお、本実施例においては、像担持体としてドラム状の感光体を使用しているが、無端
ベルト状の感光体を使用したときも同様に有効である。本発明において「無端的に移動す
る像担持体」とは、ドラム状または無端ベルト状等のように、端部を有さずに移動する像
担持体を指している。
　また、本実施例においては、画像形成装置としてフルカラー画像を形成するタイプの画
像形成装置について説明したが、フルカラータイプに限らず、黒色単色のモノクロタイプ
の画像形成装置においても有効である。
　本実施例においては、潤滑剤塗布装置３３を感光体１への潤滑剤塗布装置として説明し
たが、他の装置、例えば、中間転写ベルト等への潤滑剤の塗布装置としても適用可能であ
る。
【実施例２】
【００２７】
　前述の実施例１による潤滑剤塗布装置においては、図６に示すように、側板６ａの先端
部６１と感光体表面１ａとの間に円弧状の１個の間隙６２が形成されているが、この実施
例２においては、図７に示すように、円弧状の１個の間隙６２に加えて、回転ブラシ３の
回転軸３ａの周囲の間隙６３及び回転軸３ａよりわずかに広い間隔で間隙６３及び間隙６
２に連通する間隙６４が形成されている。このような間隙６３及び６４を側板６ａに形成
したときには、回転ブラシ３を取り外すことなく側板６ａを下方に引き抜いて取り外し、
クリーニングブレード２と潤滑剤均し塗布ブレードとの間に貯留された異物Ｔを容易に除
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去することが可能となる。
　特に、このように、側板６ａに間隙６３及び６４を形成した場合には、感光体１とクリ
ーニングブレード２と潤滑剤塗布装置３３とを一体構成としたプロセスカートリッジとし
て感光体１と回転ブラシ３を他の側板で位置決めした際に、一度調製した感光体１と回転
ブラシ３との位置関係を維持した状態で、側板６ａのみを取り外すことで、クリーニング
ブレード２と潤滑剤均し塗布ブレード７との間に貯留された異物Ｔを容易に除去すること
が可能となる利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明において感光体の表面摩擦係数を測定する測定装置概略構成を示す側面図
である。
【図２】感光体の使用経過に伴う感光体表面の摩擦係数の変化をグラフで示す図である。
【図３】本発明による実施例１の画像形成装置の概略構成を示す断面図である。
【図４】本発明による実施例１のプロセスユニットの概略構成を示す一部を切り欠いた平
面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ線上で切断した断面図である。
【図６】図４の側面図である。
【図７】本発明による実施例２に係るプロセスユニットの側面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１、１Ｙ、１Ｃ、１Ｍ、１ＢＫ　感光体
　２　クリーニングブレード
　２ｂ　先端部
　３　回転ブラシ
　３ａ　回転軸
　４　固形潤滑剤
　５　加圧バネ
　６　枠体
　６ａ　側板
　６ｃ　先端部
　７　潤滑剤均し塗布ブレード
　７ｂ　先端部
　８　帯電ローラ
１０　現像ローラ
１１　一次転写ローラ
２３　中間転写ベルト
２４Ｙ、２４Ｃ、２４Ｍ、２４Ｂｋ　プロセスカートリッジ
２７　光書き込み装置
２８　現像装置
２９　クリーニング装置
３３　潤滑剤塗布装置
３８　二次転写ローラ
３９　定着装置
６２、６３、６４　間隙
　Ｌ　露光
　Ｔ　異物
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